
福
祉
・
保
育
の

し
ご
と
就
職
フ
ェ
ア

　

福
祉
・
保
育
関
係
の

施
設
・
事
業
所
に
就
職

を
希
望
す
る
方
や
、
仕

事
に
興
味
や
関
心
の
あ

る
方
を
対
象
と
し
た
社
会
福
祉
施
設
・

事
業
所
と
の
求
人
面
談
会
、
下
関
公
共

職
業
安
定
所
と
の
求
職
相
談
会
な
ど
を

開
催
し
ま
す
。

日
２
月
27
日（
土
）午
後
１
時
〜
３
時
30
分

所
海
峡
メ
ッ
セ
下
関
海
峡
ホ
ー
ル（
豊
前

田
町
三
丁
目
）※
詳
細
は
山
口
県
福
祉
人

材
セ
ン
タ
ー（
☎
083－

922－

６
２
０
０
）へ

問
こ
ど
も
育
成
課（
☎
231－

１
５
０
４
）

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
の

貸
付
に
つ
い
て

　

進
学
に
か
か
る
費
用
や

就
職
の
準
備
金
な
ど
、
子

ど
も
の
福
祉
の
増
進
を
図

り
、
経
済
的
に
自
立
す
る

た
め
に
必
要
な
資
金
を
貸
す
制
度
で
す
。

申
請
を
受
け
て
か
ら
資
金
を
貸
す
ま
で

通
常
１
カ
月
以
上
か
か
り
ま
す
の
で
、

早
目
に
相
談
を
。
※
申
請
前
に
事
前
面

談
が
必
要（
要
予
約
）※
貸
し
付
け
に
は

一
定
の
条
件
あ
り　

※
申
請
後
の
審
査

に
よ
り
、
申
請
額
の
減
額
や
、
貸
し
付

け
が
で
き
な
い
場
合
あ
り

対
市
内
在
住
で
子
ど
も
を
扶
養
し
て
い

る
母
子
家
庭
の
母
・
父
子
家
庭
の
父
・

寡
婦（
死
別
・
離
婚
な
ど
で
配
偶
者
の
い

な
い
方
）、
父
母
の
い
な
い
児
童　

※
現

在
の
収
入
で
十
分
生
活
が
可
能
で
、
本

制
度
を
利
用
し
な
く
て
も
必
要
な
経
費

を
賄
え
る
場
合
は
対
象
外
　
申
申
請
期

限
＝
毎
月
10
日

問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231－

１
３
５
８
）

高
齢
者
等
住
宅
資
金
融
資

対
市
内
に
住
所
が
あ
り
、

金
融
機
関
の
審
査
基
準
を

満
た
す
①
か
②
に
該
当
す

る
方　

①
60
歳
以
上
の
方
、

②
障
害
者（
身
体
障
害
者
手

帳
１
級
〜
４
級
か
療
育
手
帳
Ａ
）の
方

※
①
②
の
同
居（
予
定
も
含
む
）の
親
族

も
可　

※
そ
の
他
条
件
あ
り
。
問
い
合

わ
せ
を
　
内
▽
対
象
工
事
＝
高
齢
者
や

障
害
者
に
配
慮
し
た
住
宅
の
新
築
、
専

用
居
室
や
利
用
に
適
し
た
浴
室
・
ト
イ

レ
な
ど
を
増
築
・
改
築
・
改
造
す
る
工

事
、
玄
関
か
ら
道
路
ま
で
の
通
路
な
ど

の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
工
事
、
こ
れ
ら
の

工
事
に
伴
う
用
地
取
得　

※
修
繕
目
的

の
工
事
と
融
資
予
定
通
知
前
に
着
工
し

た
場
合
は
対
象
外　

▽
融
資
額
＝
30
万

円
〜
400
万
円　

▽
融
資
利
率
＝
年
３
・

９
％（
う
ち
保
証
料
率
２
％
）か
年
３
・

25
％（
う
ち
保
証
料
率
１
・
35
％
）※
ど

ち
ら
も
固
定
金
利
。
取
扱
金
融
機
関
に

よ
り
異
な
る　

▽
融
資
期
間
＝
10
年
以

内　

▽
返
還
方
法
＝
元
利
均
等
月
賦
償

還　

※
連
帯
保
証
人
が
１
人
必
要　

※

予
算
が
無
く
な
り
次
第
終
了
　
持
住
民

票
、
所
得
証
明
書
、
土
地
・
建
物
の
登

記
簿
、
工
事
見
積
書
、
図
面
な
ど
　
申

直
接
、
福
祉
政
策
課
、
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課
へ
必
要
書
類
の
提
出
を
。

問
福
祉
政
策
課（
☎
231－

１
７
２
３
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
287－

４
０
０
６
）　
▽
豊
田（
☎
766－

２
９
４
７
）　

▽
豊
浦（
☎
772－

４
０
２
０
）　
▽
豊
北（
☎

782－

１
９
２
３
）

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

▽
菊
川（
☎
287－

４
０
０
３
）

　

▽
豊
田（
☎
766－

２
１
８
０
）

　

▽
豊
浦（
☎
772－

４
０
２
３
）

　

▽
豊
北（
☎
782－

１
９
２
２
）

国
民
年
金
保
険
料
は

お
得
な
２
年
前
納
が
あ
り
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
の
支
払
い
は
、
口

座
振
替
に
よ
る
２
年
前
納（
４
月
〜
翌
々

年
３
月
分
）が
最
も
お
得
で
す
。
他
に
も

１
年
前
納（
４
月
〜
翌
年
３
月
）、
６
カ

月
前
納（
４
月
〜
９
月
分
、
10
月
〜
翌
年

３
月
分
）、
早
割（
納
付
期
限
よ
り
も
１

カ
月
早
く
納
付
）が
あ
り
ま
す
。
平
成
28

年
４
月
分
か
ら
の
口
座
振
替
の
新
規
利

用
や
区
分
変
更
は
、
２
月
29
日（
月
）ま

で
に
下
関
年
金
事
務
所
か
口
座
を
お
持

ち
の
金
融
機
関
・
郵
便
局
へ
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。
前
納
の
口
座
振
替
日
は
５

月
２
日（
月
）で
す
。

【
割
引
額
】（
平
成
27
年
度
の
金
額
。
平
成

28
年
度
の
割
引
額
は
多
少
変
更
予
定
）

▽
２
年
前
納
＝
１
万
５
３
６
０
円　

▽

保
険
・
年
金

１
年
前
納
＝
口
座
振
替
３
９
２
０
円
、

現
金
３
３
２
０
円　

▽
６
カ
月
前
納
＝

口
座
振
替
１
０
６
０
円
、
現
金
760
円　

▽
早
割
＝
毎
月
50
円　

※
早
割
と
２
年

前
納
は
口
座
振
替
の
み
可

問
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
☎

０
５
７
０－

011－

050
）、
下
関
年
金
事
務
所

（
☎
238－

０
０
７
１
）、
保
険
年
金
課（
☎

231－

１
９
３
１
）

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

希
望
す
る
方
は
認
定
申
請
を

対
市
内
に
住
所
が
あ
る
、
昭
和
26
年
３

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
、
日
常

生
活
に
介
護
が
必
要
な
た
め
介
護
保
険

の
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
方
　
持
介
護

保
険
被
保
険
者
証
、
本
人
確
認
で
き
る

書
類
　
申
介
護
保
険
課
、
各
総
合
支
所

市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

問
介
護
保
険
課（
☎
231－

３
１
８
４
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課　

▽
菊
川（
☎

287－

４
０
０
６
）　

▽
豊
田（
☎
766－

２
６

８
７
）　

▽
豊
浦（
☎
772－

４
０
２
１
）　

▽
豊
北（
☎
782－

１
９
２
４
）

後
期
高
齢
者
医
療
の
た
め
の

所
得
の
申
告
を

　

平
成
28
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
算
定
の
た
め
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
被
保
険
者
や
そ
の
世
帯
の
方
で
、

平
成
27
年
中
に
全
く
所
得
が
な
か
っ
た

方
や
、
所
得
が
少
な
く
所
得
税
や
市
県

民
税
が
非
課
税
の
方
も
、
所
得
の
申
告

が
必
要
で
す
。
申
告
が
必
要
な
方
に
は

申
告
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
届
い
た

方
は
早
め
に
提
出
を
。

申
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所
、
本
庁

の
各
支
所
へ
。

問
保
険
年
金
課（
☎
231－

１
３
０
６
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

入
院
時
の
食
事
代
が
安
く
な
り
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

が
入
院
し
た
と
き
、
市
民
税
非
課
税
世

帯
の
方
は
食
事
代
が
安
く
な
り
ま
す
。

料
本
人
負
担
額　

▽
市
民
税
非
課
税
世

帯
＝
１
食
210
円　

▽
70
歳
以
上
の
方
で

自
己
負
担
区
分
が
低
所
得
Ⅰ
の
方
＝
１

食
100
円（
減
額
認
定
証
の
交
付
手
続
き
が

必
要
）　
持
国
民
健
康
保
険
証
、
印
鑑　

申
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所
、
本
庁

の
各
支
所
へ
。

問
保
険
年
金
課（
☎
231－

１
６
６
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
を

ご
存
じ
で
す
か

　

世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
か
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
が
、

１
年
間（
原
則
８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
）

に
支
払
っ
た
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の

自
己
負
担
額
を
合
計
し
、
定
め
ら
れ
た

負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
申
請
に

よ
り
、
そ
の
超
え
た
金
額
が
支
給
さ
れ

ま
す
。
対
象
者
に
は
お
知
ら
せ
し
ま
す

の
で
、
お
知
ら
せ
が
届
い
た
場
合
は
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
該
当
期
間
に
市
町

村
を
越
え
る
転
居
を
さ
れ
た
方
や
、
加

入
医
療
保
険
の
変
更
が
あ
っ
た
方
は
案

内
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
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２  月の総合相談
　　 （心配ごと相談）
日下表の通り

▽社会福祉協議会＝午前10時～午後３時

▽社協各支所＝午前10時～正午　※豊浦総合
支所の行政相談は午前９時30分～11時30分
問①社会福祉協議会（☎232-2003）
　②社協菊川支所（☎287-4480）
　③社協豊田支所（☎766-3356）
　④社協豊浦支所（☎774-1122）
　⑤社協豊北支所（☎782-1799）
日 場所／相談員 問

3 社会福祉センター／民・人

①

4 彦島公民館／民・人・行

17 社会福祉センター／民・人・行・社

18

長府公民館／民・人・行

川中公民館／民・人・行

安岡公民館／民・人

25
小月公民館／民・人

勝山公民館／民・人・行

10 菊川町総合福祉会館／人・司・行 ②
26 社協豊田支所／人・行 ③
9 豊浦総合支所／行

④16 川棚公民館／人

20 豊浦老人福祉センター／心

22 豊北保健センター／民・人※・行 ⑤
民…民生児童委員 人…人権擁護委員
行…行政相談委員 　　※法務局職員も来所
司…司法書士 社…社会保険労務士
心…臨床心理士

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課（
☎
231－

１
６
６
８
）、
介

護
保
険
課（
☎
231－

１
１
３
９
）、
山
口
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合（
☎
083－

921－

７
１
１
３
）

国
民
健
康
保
険
の
た
め
の

所
得
な
ど
の
申
告
を

　

平
成
28
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料
の

算
定
・
資
格
の
確
認
を
す
る
た
め
、
平

成
27
年
中
の
所
得
な
ど
の
申
告
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
国
保
の
申
告
が
必
要
と

思
わ
れ
る
世
帯
に
は
、
１
月
下
旬
に
申

告
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
※
申
告
書

が
届
か
な
い
世
帯
も
、
今
年
、
所
得
税

の
確
定
申
告
や
市
・
県
民
税
の
申
告
を

し
な
い
場
合
は
、
国
保
の
申
告
を
お
願

い
し
ま
す

期
２
月
16
日
〜
３
月
16
日
　
申
保
険
年

金
課
、各
総
合
支
所
、本
庁
の
各
支
所
へ
。

問
保
険
年
金
課（
☎
231－

１
９
３
０
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

国
民
健
康
保
険
料
は

便
利
な
口
座
振
替
で

　

保
険
料
の
納
付
は
、
便
利
で
確
実
に

納
め
ら
れ
る
口
座
振
替
が
お
勧
め
で
す
。

持
保
険
証
か
保
険
料
納
入
通
知
書
、
預

貯
金
通
帳
、
通
帳
印
　
申
市
内
に
本
・

支
店
が
あ
る
金
融
機
関
か
郵
便
局
へ
。

問
保
険
年
金
課（
☎
231－

１
６
８
９
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
菊
川
総
合
支
所
＝
日
２
月
19
日（
金
）

午
後
１
時
〜
４
時
　
定
６
人（
先
着
順
）

申
２
月
１
日
〜
19
日
に
、
電
話
で
菊
川

総
合
支
所（
☎
287－
４
０
０
９
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
日
毎
週
月
・
木
曜
日

※
祝
日
休
み
　
定
12
人（
相
談
日
の
１
週

相
　
談

間
前
か
ら
直
接
か
電
話
で
予
約
を
）※
職

員
に
よ
る
一
般
相
談
も
平
日（
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
４
時
30
分
）に
実
施

問
市
民
相
談
所（
☎
231－

３
７
３
０
）

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

日
２
月
７
日（
日
）午
前
９
時
30
分
〜
午

後
３
時
30
分
　
所
勝
山
公
民
館
　
内
相

続
、
遺
言
、
法
人
設
立
、
許
認
可
、
成

年
後
見
に
関
す
る
こ
と
な
ど　

※
予
約

不
要　

▽
相
談
先
＝
山
口
県
行
政
書
士

会
下
関
支
部
事
務
局（
☎
282－

０
１
６
０
）

問
生
涯
学
習
課（
☎
231－

２
０
５
４
）

浄
化
槽
法
定
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
方
は
、
使

用
を
始
め
て
３
カ
月
経
過
後
５
カ
月
の

間
と
、
そ
の
後
１
年
に
１
回
は
県
知
事

お
知
ら
せ

が
指
定
し
た
検
査
機
関
の
山
口
県
浄
化

槽
協
会
に
よ
る
検
査
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

浄
化
槽
が
適
正
に
維
持
管
理
さ
れ
、

本
来
の
機
能
が
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
る

か
を
確
認
す
る
検
査
で
す
。
維
持
管
理

業
者
と
委
託
契
約
を
し
て
い
て
も
、
検

査
は
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
※

検
査
の
時
期
に
な
っ
た
ら
、
山
口
県
浄

化
槽
協
会
か
ら
案
内
が
あ
り
ま
す

問
廃
棄
物
対
策
課（
☎
252－

０
９
７
８
）

猫
を
ど
の
よ
う
に
飼
っ
て
い
ま
す
か
？

●
猫
を
飼
っ
て
い
る
方
へ

　

猫
は
室
内
で
飼
い
ま
し
ょ

う
。
屋
外
は
交
通
事
故
や
感

染
症
な
ど
猫
に
と
っ
て
危
険

が
い
っ
ぱ
い
で
す
。
飼
い
猫

が
近
所
に
ふ
ん
尿
な
ど
で
迷
惑
を
掛
け

て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
大
切
な
猫

を
守
る
た
め
に
も
、
室
内
飼
い
、
不
妊

去
勢
手
術
の
実
施
、
迷
子
に
な
っ
た
と

き
の
た
め
に
首
輪
・
名
札
の
装
着
を
。

●
所
有
者
の
い
な
い
猫
の
お
世
話
を
し

て
い
る
方
へ

　

か
わ
い
そ
う
と
い
う
気
持
ち
だ
け
で

餌
を
与
え
て
い
る
と
猫
は
ど
ん
ど
ん
繁

殖
し
ま
す
。
こ
れ
が
原
因
で
苦
情
と
な

り
、
結
果
的
に
セ
ン
タ
ー
に
持
ち
込
ま

れ
処
分
さ
れ
る
猫
が
多
く
い
ま
す
。
猫

を
自
分
で
飼
う
か
、
飼
い
主
を
探
す
た

め
の
努
力
を
し
ま
し
ょ
う
。
無
責
任
な

餌
や
り
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

問
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー

 

（
☎
263－

１
１
２
５
）

下
関
市
交
通
安
全
ス
ロ
ー
ガ
ン
が

決
定
し
ま
し
た

　

市
内
で
は
交
通
死
亡

事
故
が
大
幅
に
増
加
す

る
な
ど
、
大
変
厳
し
い

交
通
情
勢
と
な
っ
て
い

ま
す
。
多
発
す
る
交
通

事
故
の
抑
止
を
図
る
た
め
、
交
通
安
全

ス
ロ
ー
ガ
ン
を「
思
い
や
り
・
ゆ
ず
り
あ

い 

安
全
運
転 

下
関
」に
決
定
し
ま
し
た
。

交
通
法
規
・
ル
ー
ル
を
守
っ
て
運
転
す

る
こ
と
は
当
然
で
す
が
、
思
い
や
り
と

ゆ
ず
り
あ
い
の
心
を
も
っ
て
安
全
運
転

に
努
め
ま
し
ょ
う
。

問
防
災
安
全
課（
☎
231－

９
３
３
３
）

ボ
ー
ト
レ
ー
ス
下
関

２
月
の
開
催
日
程
・
イ
ベ
ン
ト

●
13
日
〜
18
日
＝
豊
田
町

道
の
駅
蛍
街
道
西
ノ
市
杯

争
奪
戦　
●
21
日
〜
24
日

＝
一
の
俣
温
泉
グ
ラ
ン
ド

ホ
テ
ル
杯
争
奪
戦　

●
29
日
〜
３
月
５

日
＝
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
シ
リ
ー
ズ
第
12
戦
日

本
ス
ポ
ー
ツ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
カ
ッ
プ

【
イ
ベ
ン
ト
】▼
バ
レ
ン
タ
イ
ン
・
イ
ブ

♡
出
場
女
子
レ
ー
サ
ー
か
ら
チ
ョ
コ
レ
ー

ト
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
♡
＝
日
13
日（
土
）午

前
９
時
50
分
〜
10
時　

▼
元
現
役
最
高

齢
ボ
ー
ト
レ
ー
サ
ー
・
加
藤
峻
二
元
選

手
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
＝
日
21
日（
日
）第
４

Ｒ
・
第
７
Ｒ
発
売
中

共
料
入
場
料
＝
100
円

問
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
下
関（
☎
246－

１
１
６
１
）

対…対象　日…日時　期…期間　所…場所　内…内容　師…講師　定…定員
料…参加費など　持…持参する物　申…申込方法　共…共通事項　問…問合先マークの見方平成28年２月号17

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　

座

募　

集

保　

健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　

談

お
知
ら
せ


